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下松市制８５周年記念市勢要覧作成業務仕様書 

 

１ 業務名 

下松市制８５周年記念市勢要覧作成業務 

 

２ 業務の目的 

本市が有する自然、歴史、文化、産業等の地域資源や魅力を視覚的に分かり

やすく伝え、市内外に広く発信することで本市への理解を深めてもらい、企業

立地の推進や関係人口、移住・定住人口の促進を図ることを目的として、「ま

ちの名刺」となる市勢要覧を作成する。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和６年１２月２７日（金）まで 

 

４ 業務内容 

① 市勢要覧作成 

・企画 

  ※コンセプトに沿ったタイトル及び掲載項目の提案 

  ※本市の特徴等に関して写真、イラスト、図表等を用いて視覚的に分かり

やすく紹介する。 

・本市の住みよさの評価が高いことをＰＲできるものであること。 

・市勢全般を網羅するものであること 

・斬新なアイデアがあり、かつ、親しめるものであること。 

・資料収集 

・文章作成（日本語） 

※必要に応じて、取材、インタビューを実施。（寄稿、取材等の謝礼は受注

者の負担とする。） 

・編集作業 

・表紙及び本文全般のデザイン 

・図表の作成 

・電子ブックデータ作成 

・写真撮影及び画像の作成 

※必要な風景やイベント等の写真は 受託者で撮影すること。（ただし、

過去の写真等が必要な場合は、市から提供を受けたものを使用すること

ができる。） 

・打合せ 

・協議 

・校正 
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・印刷製本（色調整、発送費を含む。） 

・その他納品に関する業務一式 

 

② 市勢要覧概要版（英語版）作成 

・①を基にした概要版編集 

  ・文章作成（英語） 

  ・校正 

・その他納品に関する業務一式 

 

５ 仕様、規格等 

① 市勢要覧 

   規  格 ： Ａ４版 

   刷  色 ： 両面フルカラー 

   紙  質 ： コート紙９０㎏を想定（表紙・本文とも） 

   製  本 ： 中綴じ 

   ページ数 ： ２０頁（表紙含む。）※提案内容により変更可能 

   納品期限 ： 令和６年１０月１５日 

   納品物  ： 市勢要覧冊子４，０００部 

編集データ（PDFファイル） 

          電子ブック（音声なし） 

 

② 市勢要覧概要版（英語版） 

   規  格 ： Ａ４版 

   刷  色 ： 両面フルカラー 

   ページ数 ： ８頁 

   納品期限 ： 令和６年１２月２０日 

   納品物  ： 編集データ（PDFファイル） 

 

６ 成果物 

  （１） 冊子と合わせＰＤＦデータ及び編集可能（イラストレーター、インデ

ザイン）なデータ、制作に使用した写真等のデータをＤＶＤ－ＲＯＭ等

に収納して２式納品すること。 

     なお、ＰＤＦデータは、元データと併せて市ホームページ等で公開す

ることを考慮し、画質や容量を調整したものも作成すること。 

（２） 成果物データの所有権並びに印刷物の著作権等、一切の権利は本市に

帰属するものとする。ただし、受託者が従来から権利を有する受託者固

有の知識や技術に関する権利等については受託者に留保するものとし、

この場合、本市は知識や技術に関する権利についての当該権利を非独占
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的に使用できるものとする。 

（３） 本市は成果物に瑕疵（印刷不良、乱丁落丁等の製本不良、破損、本仕

様書の品質が確保されない等）がある場合は、修補（刷り直し等）を請

求する。この場合に要する経費はすべて受託者の負担とする。 

 

７ 納入場所 

下松市役所 地域振興部 地域政策課 

〒７４４－８５８５ 山口県下松市大手町３丁目３番３号 

 

８ その他 

(１) 必要に応じて制作担当者が直接市へ出向き緊密に連携を図ること。 

(２) 最新技術等を用いた情報発信についての提案があれば積極的に行うこ

と。 

(３) 関係法令や条例等を遵守すること。 

(４) 再委託する場合は、あらかじめ本市に申し出を行い、承諾を得なければ

ならない。 

(５) 本仕様書に記載のない事項については、本市と受託者が協議の上決定

する。 

(６) 本業務により知り得た情報等については、本市の書面による承諾を得

ることなく目的外に使用し、又は第三者に提供し、若しくは利用させては

ならない 


